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○
総
務
省
令
第
八
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
六
日

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正

地
方
自
治
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
内
務
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い

う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

別
紙
２
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改　

正　

後

改　

正　

前

第
十
六
条
の
三　

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も

［
新
設
］ 

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
共
団
体
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
全
て
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
そ
の
使

用
す
る
電
子
計
算
機
を
相
互
に
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
て
情
報
の
電
磁
的
方
式
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方

式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
流
通
及

び
情
報
処
理
を
行
う
た
め
の
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の

重
要
な
情
報
又
は
重
要
な
情
報
シ
ス
テ
ム
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
電
気
通
信
回
線

で
直
接
又
は
間
接
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
普
通
地
方
公
共
団
体
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
を
多
量
に
保
有
し
て
い
な

い
も
の
及
び
公
安
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一　

責
任
者
の
設
置
、
各
責
任
者
へ
の
適
切
な
責
任
の
分
担
等
の
組
織
全
体
の
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
組
織
体

制
の
整
備 

二　

保
有
す
る
情
報
資
産
の
適
切
な
分
類
及
び
当
該
分
類
に
基
づ
く
取
扱
方
法
の
制
限
の
実
施
、
保
有
す
る
情

報
資
産
の
適
切
な
管
理
そ
の
他
の
適
切
な
情
報
資
産
の
分
類
及
び
管
理
の
実
施 

三　

情
報
シ
ス
テ
ム
等
の
適
切
な
管
理
、
管
理
区
域
の
適
切
な
管
理
、
電
気
通
信
回
線
（
入
出
力
装
置
を
含
む

。
）
の
適
切
な
管
理
、
職
員
の
利
用
す
る
通
信
端
末
機
器
及
び
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
方
式
で
作
ら
れ

た
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
適
切
な
管
理
そ
の
他
の
物
理
的
な
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
サ
イ

バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
対
策
の
適
切
な
実
施 

四　

職
員
の
遵
守
事
項
の
遵
守
等
の
た
め
の
適
切
な
措
置
の
実
施
、
研
修
及
び
訓
練
の
実
施
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
イ
ン
シ
デ
ン
ト
の
報
告
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一

年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
識
別
符
号
の
適
切
な
管
理
そ
の
他
の
人
的
な
サ
イ
バ

ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
対
策
の
適
切
な
実
施 

五　

情
報
資
産
の
適
切
な
管
理
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
の
適
切
な
整
備
、
同
法
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
防
止
す
る
た

め
の
適
切
な
対
策
の
実
施
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
六
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
電
磁
的
記
録
そ
の
他
の
記
録
を
通
じ
た
電
子
計
算
機
に
対
す
る
不
正
な
活
動
に
よ
る
被
害
の
防
止
の

た
め
の
適
切
な
対
策
の
実
施
、
情
報
シ
ス
テ
ム
等
の
開
発
、
導
入
及
び
保
守
の
適
切
な
実
施
、
サ
イ
バ
ー
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
情
報
の
収
集
そ
の
他
の
技
術
的
な
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
対
策
の
適
切

な
実
施 

六　

情
報
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
監
視
の
適
切
な
実
施
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
方
針
等
の
サ
イ
バ

ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
規
程
の
遵
守
状
況
の
確
認
、
情
報
資
産
に
対
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に

関
す
る
イ
ン
シ
デ
ン
ト
へ
の
適
切
な
対
応
そ
の
他
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
対
策
の
適
切
な
運

用
の
実
施 

七　

適
切
な
業
務
委
託
（
情
報
シ
ス
テ
ム
等
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
実
施
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
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他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
電
子
計
算
機
を
他
人
の
情
報
処
理
の
用
に
供
す
る
役
務
の
適

切
な
利
用 

八　

監
査
及
び
自
己
点
検
の
実
施
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
方
針
等
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

に
関
す
る
規
程
の
見
直
し
そ
の
他
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
対
策
の
適
切
な
評
価
及
び
見
直
し

の
実
施 

２　

こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一　

情
報
資
産　

情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
情
報
シ
ス
テ
ム
、
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
又
は
情
報
シ
ス
テ

ム
に
関
す
る
施
設
及
び
設
備
、
電
磁
的
記
録
媒
体
（
こ
の
条
に
お
い
て
「
情
報
シ
ス
テ
ム
等
」
と
い
う
。
）

、
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
及
び
情
報
シ
ス
テ
ム
に
よ
つ
て
取
り
扱
う
情
報
並
び
に
情
報
シ
ス
テ
ム
等
の
仕

様
書
及
び
構
成
図
そ
の
他
の
情
報
シ
ス
テ
ム
等
に
関
連
す
る
文
書
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
い
う
。 

二　

管
理
区
域　

情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
基
盤
と
な
る
機
器
及
び
重
要
な
情
報
シ
ス
テ
ム
を
設
置
し
、
当

該
機
器
及
び
当
該
情
報
シ
ス
テ
ム
の
管
理
及
び
運
用
の
用
に
供
す
る
も
の
並
び
に
電
磁
的
記
録
媒
体
の
保
管

の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。 

三　

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
イ
ン
シ
デ
ン
ト　

意
図
し
な
い
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る

方
針
等
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
規
程
の
違
反
若
し
く
は
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る

対
策
の
管
理
の
方
法
の
不
具
合
の
可
能
性
若
し
く
は
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
係
す
る
可
能
性
が
あ
る

情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
情
報
シ
ス
テ
ム
若
し
く
は
役
務
の
状
態
に
関
す
る
事
象
（
以
下
「
サ
イ
バ
ー
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
事
象
」
と
い
う
。
）
又
は
予
期
せ
ざ
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
事
象
で
あ
つ
て
、
業
務
の
実

施
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
及
び
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
い
う
。

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則 
　

（
施
行
期
日
） 

１　

こ
の
省
令
は
、
令
和
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　

（
経
過
措
置
） 

２　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
等
及
び
現
に
実
施
さ
れ
て
い
る
業
務
委
託
に
つ
い
て
は
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
第
十
六
条
の
三
第
一
項
第
五
号
及
び
第
七
号
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


